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地域交流センター 

利用の手引き（案） 

 

 

令和８年４月（予定） 

木更津市 

※この「利用の手引き（案）」は令和 7 年 11 月 10 日時点の内容です。 

令和 8 年 4 月 1 日の地域交流センターへの移行に向けて、内容が変更となる場合

があります。なお、本手引きの適用は令和 8 年 4月１日からを予定しています。 

 

  



-2- 

 

目次 

1. 交流センター名称・位置 .................................................... 3 

2. 利用について .............................................................. 3 

3. 開館時間 .................................................................. 3 

4. 休館日 ・祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日） ..................... 3 

5. 施設利用方法 .............................................................. 4 

(1) 利用対象者 .............................................................. 4 

(2) 利用の流れ .............................................................. 4 

(3) 利用区分による予約・利用申請期間 ........................................ 4 

(4) 予約の申し込みスケジュール .............................................. 5 

(5) 予約方法 ................................................................ 5 

(6) 利用申請 ................................................................ 6 

(7) 使用料のお支払い ........................................................ 6 

(8) 利用許可通知 ............................................................ 7 

(9) 利用当日 ................................................................ 7 

(10) 利用日の 2日前から当日の利用申請について ................................ 7 

(11) 予約・利用申請期間の特例について ........................................ 8 

6. 利用許可後の利用中止・使用料の返還 ........................................ 9 

7. 使用料の減免 .............................................................. 9 

8. 物品販売等について ....................................................... 10 

9. 営利・非営利の利用区分について ........................................... 11 

10. 利用上の注意 ............................................................. 12 

11. ご利用の制限 ............................................................. 13 

12. 禁止事項 ................................................................. 13 

別表第１ ....................................................................... 15 

別表第２ ....................................................................... 18 

 

  



-3- 

 

木更津市地域交流センター（以下「交流センター」といいます）をご利用の際は、本利用の手

引きに沿ってご利用ください。（金田地域交流センターは除く） 

 

1. 交流センター名称・位置 

名称 位置 電話番号 

木更津市中央地域交流センター 木更津市富士見一丁目２番１号 ２５－４５８１ 

木更津市富来田地域交流センター 木更津市真里谷１１０番地 ５３－２０２７ 

木更津市岩根地域交流センター 木更津市高柳三丁目２番１号 ４１－１１８４ 

木更津市鎌足地域交流センター 木更津市矢那８９９番地１ ５２－３１１１ 

木更津市中郷地域交流センター 木更津市井尻７８９番地 ９８－０８０２ 

木更津市富岡地域交流センター 木更津市下郡１７７０番地１ ５３―５９５２ 

木更津市文京地域交流センター 木更津市文京二丁目６番５４号 ２３－３８３６ 

木更津市八幡台地域交流センター 木更津市八幡台四丁目２番１号 ３６－４０１０ 

木更津市東清地域交流センター 木更津市笹子４６９番地１ ９８－２９１９ 

木更津市清見台地域交流センター 

木更津市清見台南五丁目１番２９号 ９８－７６５４ 木更津市清見台地域交流センター 

附属体育館 

木更津市畑沢地域交流センター 木更津市畑沢１０５３番地１２ ３７－１００５ 

木更津市岩根西地域交流センター 木更津市江川９３４番地１ ４１－１０２３ 

木更津市西清川地域交流センター 木更津市永井作二丁目１１番１２号 ２３－０２８６ 

木更津市波岡地域交流センター 木更津市大久保五丁目７番１号 ３７―８５１５ 

木更津市桜井地域交流センター 木更津市桜井新町四丁目２番地 ３０―７３１１ 

 

2. 利用について 

交流センターは市民相互の交流の促進及び地域コミュニティの活性化などの目的に即した

活動での利用が可能です。 

 

3. 開館時間 

午前8時30分から午後9時30分 

 

4. 休館日 

・祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日） 

・年末年始（12月29日～1月3日） 
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5. 施設利用方法 

(1) 利用対象者 

⚫ 交流センターは、団体での利用を対象としています 

⚫ 未成年者（18歳未満）のみでのご利用は、お断りしております。 

申請者が18歳以上である場合は、未成年者を含む団体での利用は可能です。 

申請者が18歳未満の場合は、団体内に成人が含まれていても利用はできません。 

なお、フリースペースやコワーキングスペース等については、未成年者のみでもご

利用いただけます。 

(2) 利用の流れ 

 

 

 

予約後1か月以内に利用申請（１か月以内に申請をされない場合はキャンセルとして扱い

ます。）を行ってください。使用料の支払いは、利用日の当日（※注意）までにお願いい

たします。利用日の1か月前を過ぎて予約された場合は、予約後速やかに申請を行ってく

ださい。 

（予約・利用申請・利用許可通知は、交流センターへの移行前にオンライン化される予定

です。オンライン化に伴い、手引きの内容は必要に応じて修正・更新します。） 

 

 

 

 

 

 

(3) 利用区分による予約・利用申請期間 

利用区分による予約・利用申請期間は次の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

（※）利用区分について 

⚫ 企業・団体は事務所・事業所の所在地により「市内」・「市外」を判断します。 

事務所等を有さない団体・サークル等は申請者の住所で判断します。 

⚫ 利用区分が「市内」かつ「営利目的」の場合は「営利目的」の申請期間を適用しま

す。 

⚫ 利用区分が「市外」かつ「営利目的」の場合は「市外」の申請期間を適用します。  

利用区分(※) 予約・利用申請期間 申込方法 

①市内 
利用日の６か月前の属する月の 

初日から利用日の３日前 
抽選申込 又 随時申込 

②営利目的 
利用日の３か月前の属する月の 

初日から利用日の３日前 
随時申込 

③市外 
利用日の２か月前の属する月の 

初日から利用日の３日前 
随時申込 

予約
利用

申請

利用許可

通知

使用料

支払い
利用

（※注意）各種申請および使用料のお支払い等の受付時間は、 

月曜日～金曜日の午前8時30分から午後5時（休館日を除く）までです。 

使用料のお支払いについては、事前にご連絡いただいた場合に限り、 

キャッシュレス決済であればこの時間外でも対応可能です。 

お気をつけ

ください 
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(4) 予約の申し込みスケジュール 

各利用区分による予約（抽選・随時）の申し込みスケジュールは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）同一団体による過度な申込みを防ぐため、抽選予約において申し込み回数の制限

を設ける場合があります。なお、清見台地域交流センター附属体育館について

は、利用団体が多いため、月 5回までの利用制限を設けています。 

(5) 予約方法 

利用日の7日前までのご予約は、公共施設予約システム（オンライン）をご利用くださ

い。 

利用日の6日前以降の予約、またはオンラインでの予約が困難な場合は、利用を希望す

る交流センターの窓口へお申し込みください。 

 

〇公共施設予約システム 

次のURLまたは二次元コードよりアクセスし、予約をしてください。 

https://p-kashikan.jp/kisarazu-city/ 

 

 

 

  

①市内 ②営利 ③市外

１日～１０日

１１日

利用区分

利用日の３日前まで

利用月の
６か月前

利用月の
３か月前

利用月の
２か月前

抽選予約

申込(※)

抽選

結果通知

(午前10時)

随時予約申込

(午前10時以降）

随時

予約申込

随時

予約申込
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(6) 利用申請 

「抽選結果通知」又は「随時予約」後は「予約後1か月以内（注意）」に「利用許可申

請書」を利用する交流センターへ提出してください。 

なお、利用日の1か月前を過ぎて予約された場合は、「予約後すぐ」に「利用許可申請

書」を提出してください。利用許可申請書に基づき内容を審査し、許可・不許可を決定

します。 

（注意）予約後1か月以内に申請をされない場合はキャンセルとして扱います。 

 

※予約後に利用予定がなくなった際は、速やかに予約取消手続きを行ってください。 

  利用申請前→予約システム上で取消 

  利用申請後→予約した交流センター窓口で取消 

※利用日等に変更がある場合は利用日の３日前までに「利用変更許可申請書」を提出し

てください。 

 

 

(7) 使用料のお支払い 

利用日の当日までに使用料のお支払いをお願いします。 

使用料については、13～17ページの別表1～2をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【使用料の加算・減額】 

以下の場合は使用料の加算・減額があります。 

対象 加算または減額 

①市外利用者 5割（陶芸用電気窯を除く） 加算 

②営利等目的の利用 10割 加算 

③入場料を徴収する場合 

(入場料） 

1000以下・・・・・・・・・・・5割 

1000円超え～5,000円以下・・・10割 

5,000円超え・・・・・・・・・15割 

加算 

④展示の用途に供する場合

（営利等目的の利用を除く） 
5割 減額 

 

 

 

（注意）使用料のお支払いの受付時間は、 

月曜日～金曜日の午前8時30分から午後5時（休館日を除く）までです。 

使用料のお支払いについては、事前にご連絡いただいた場合に限り、 

キャッシュレス決済であればこの時間外でも対応可能です。 
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（使用料の加算・減額 積算例）使用料1時間あたり100円の部屋を使用する場合 

⚫ 例1：市外利用者かつ営利利用の場合 

市外利用者加算：5割（+50%） 

営利利用加算：10割（+100%） 

合計加算率：50% + 100% = 150% 

計算式：100円 ×（1 + 1.5）＝ 100円 × 2.5 ＝ 250円 

最終使用料：1時間あたり250円 

 

⚫ 例2：市外利用者かつ入場料1,001円～5,000円を徴する場合 

市外利用者加算：5割（+50%） 

入場料加算（1,001円～5,000円）：10割（+100%） 

合計加算率：50% + 100% = 150% 

計算式：100円 ×（1 + 1.5）＝ 100円 × 2.5 ＝ 250円 

最終使用料：1時間あたり250円 

 

⚫ 例3：展示利用かつ市外利用者の場合（減額と加算の組み合わせ） 

展示利用：半額 → 100円 × 0.5 = 50円 

市外利用者加算： 100円 × 0.5 = 50円 

計算式：50円 + 50円 = 100円 

最終使用料：1時間あたり100円 

 

⚫ 例4：市外利用者かつ営利利用かつ入場料5,001円超の場合 

市外利用者加算：5割（+50） 

営利利用加算：10割（+100） 

入場料加算（5,001円超）：15割（+150） 

合計加算率：50 + 100 + 150 = 300 

計算式：100円 ×（1 + 3.0）＝ 100円 × 4.0 

最終使用料：400円 

 

(8) 利用許可通知 

使用料のお支払い後、「利用許可通知書」を交付します。 

(9) 利用当日 

ご利用の際は、受付に「利用許可通知書」を提示（画像データでも可）し、「部屋の

鍵」と「点検カード」を受け取りください。 

また、ご利用前に「10.利用上の注意」、「11.ご利用の制限」、「12.禁止事項」を必

ずご確認いただき、内容を遵守のうえご利用ください。 

(10) 利用日の2日前から当日の利用申請について 

「(3)利用区分による予約・利用申請期間」によらず、月曜日から金曜日の午前8時30

分から午後5時まで（休館日を除く）の間であれば、利用日の2日前から当日の利用申
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請が可能です。なお、予約システムによる予約はできません。各交流センターの窓口

にお問い合わせください。 

(11) 予約・利用申請期間の特例について 

「(3)利用区分による予約・利用申請期間」によらず、次の場合は利用日の6か月前でな

くても申請を受付することができます。利用を希望する交流センターの窓口へご相談の

うえ、「先行予約願出書」を提出してください。 

ア 行政機関が主催または共催する事業 

市、国、県その他の行政機関が主催または共催する事業 

イ 外部調整を伴う公共性の高い催し 

市民に広く公開され、地域交流の促進及び地域コミュニティの活性化に資する非

営利の催しであって、外部機関からの資料貸与、展示物の輸送、専門人材の招聘

その他の外部調整により6か月より前の利用確定が必要と認められるもの。 

この場合、当該外部調整に係る締切等を示す書面の提出をしてください。 

（例と提出書類） 

(ア) 大規模な準備を要する催し 

例：市民文化祭、地域音楽祭、スポーツ大会等 

理由：出演者や団体の調整、プログラム編成、スポンサー確保等、 

長期的な準備が必要。 

提出書類例：出演依頼書や承諾書、プログラム案、協賛依頼書、 

スポンサー契約書等 

(イ) 外部機関との連携を伴う催し 

例：大学や研究機関との公開講座、国際交流イベント等 

理由：外部機関のスケジュール調整や契約締結に時間を要する。 

提出書類例：共催・後援承諾書、外部機関との契約書や依頼書、 

調整スケジュールやメールの写し等 

(ウ) 特定の時期にしか実施できない催し 

例：季節行事（七夕、クリスマス）、周年記念事業等 

理由：日程が固定されており、他の会場との調整が必要。 

提出書類例：イベント計画書（開催日明記）、他会場との調整記録、 

関係団体との協議記録等 

(エ) 公共性が高く、市民参加の機会を広く提供する催し 

例：市民公開講座、地域防災訓練等 

理由：市民の安全や学習機会に直結するため、早期確定が望ましい。 

提出書類例：公開案内チラシ案、防災訓練計画書、関係機関との協定書等 

(オ) 複数会場を組み合わせる大規模イベント 

例 ：市内複数施設を使うフェスティバル等 

理由：他施設との調整により、早期確定が必要。 

提出書類例：全体スケジュール表、他施設の予約確認書、実施計画書等 

ウ 自治会・町内会等の地域団体による年間行事や公共性の高い活動 
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市内の自治会、町内会その他これに準ずる地域団体が、地域コミュニティの維持

及び運営に必要な年間行事、または地域防災や公共性の高い活動を実施するた

め、年間計画に基づき早期に会場を確保する必要があると認められる場合。 

提出書類例：年間行事計画書（総会、防災訓練、祭礼準備など） 

団体の規約または自治会名簿（市内団体確認用） 

 

6. 利用許可後の利用中止・使用料の返還 

施設の利用を取りやめる場合は、該当の交流センターの窓口で「利用中止届書」・「使用

料返還申請書」を提出してください。 

なお、お支払いただいた使用料は原則返還しませんが、以下の場合は使用料の全額又は一

部を返還します。 

(1) 災害その他の事故により許可施設等を利用することができなくなったとき…全額 

(2) 市が許可施設等を使用する必要が生じたとき…全額 

(3) 利用者が利用日の30日前までに利用中止の届け出をした場合…全額 

(4) 利用者が利用日の10日前までに利用中止の届け出をした場合…5割に相当する額 

※(3)と(4)の返還金の計算は利用日を起算とした、利用中止の届け出の受理日との間の 

日数で算出します。 

  ※使用料の返還には、1か月から2か月程度のお時間をいただく場合があります。あらかじ

めご了承ください 

 

7. 使用料の減免 

次のいずれかに該当する場合は、使用料の免除を受けることができます。該当の交流セン

ターの窓口で「使用料減額（免除）申請書」を提出してください。 

(1) 本市が利用する場合…使用料の全額 

(2) 本市が共催する事業に利用する場合…使用料の全額 

(3) 市内における学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(※1)、同法第124

条に規定する専修学校(※2)及び市の教育振興に寄与する公益性のある活動をしている

団体(※3)が教育活動の一環として利用する場合………………使用料の全額 

⚫ (※1)学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校 

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校、大学及び高等専門学校 

⚫ (※2)学校教育法（昭和22年法律第26号）第124条に規定する専修学校 

学校教育法第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能

力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な

教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国

に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)。 

一 修業年限が1年以上であること。 

二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 

三 教育を受ける者が常時40人以上であること。 
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⚫ (※3)市の教育振興に寄与する公益性のある活動をしている団体の例 

君津地方教育研究会、木更津市教育研究会など 

（保護者会が実施する会議・研修等は除く。） 

(4) 市内に本拠地(※4)がある次のいずれかの団体及び機関で市長が必要と認めるものがそ

の主たる目的のために利用する場合…使用料の全額 

ア 地域振興を目的とした公益的な活動をしている団体(※5) 

イ 地域住民のために行われる学習・文化・スポーツ活動を推進する団体及び青少年

健全育成を目的としている団体(※6) 

ウ 地域福祉の推進を図ることを目的とする団体及び障がい者福祉を目的とする団体

(※7) 

⚫ (※4)本拠地 

本拠地とは、市内に事務所を有する団体及び機関を指します。ただし、事務所を

有しない場合であっても、木更津市内に継続的な活動拠点を有し、地域に根ざし

た活動を行っている団体及び機関については、本拠地が市内にあるものとみな

す。 

⚫ (※5)地域振興を目的とした公益的な活動をしている団体例 

区・町内会・自治会（下部組織を含む）、木更津市消防団、木更津市防犯協会、

木更津市交通安全協会、地区まちづくり協議会、地区振興対策協議会、君津郡市

広域市町村圏事務組合など 

⚫ (※6)地域住民のために行われる学習・文化・スポーツ活動を推進する団体及び青少

年健全育成を目的としている団体例 

木更津市子ども会育成連絡協議会（加盟単位子ども会）、木更津市PTA連絡協議会

（単位PTA）、木更津市青少年相談員連絡協議会木更津ユネスコ協会、木更津市レ

クリエーション協会、木更津市体育協会（同協会加盟団体含む）、体育連盟、サ

ークル連絡協議会など 

⚫ (※7)地域福祉の推進を図ることを目的とする団体及び障がい者福祉を目的とする団

体例 

木更津市老人クラブ連合会（加盟地区老人会）、木更津市保護司会、木更津市社

会福祉協議会（地区社協）、木更津市民生委員児童委員協議会、木更津市赤十字

奉仕団、保育園（保育所）など 

(5) 国又は他の地方公共団体が交流センターの施設を利用する場合…使用料の半額 

 

8. 物品販売等について 

交流センターでは、物品の販売を行うことができます。 

ただし、事前に申請を行い、許可を受ける必要がありますのでご注意ください。 

該当の交流センターの窓口で「物品販売等許可申請書」を提出してください。 
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9. 営利・非営利の利用区分について 

 営利と非営利の区分は次の表のとおりです。 

区分 区分説明 区分例 

営利 直接的または間接的に金銭

的利益を得ることを目的と

する活動 

⚫ 営利を目的とする私塾（教室）・講演・講座・説

明会・セミナー・展示・宣伝行為・体験会・発表

会・交流会・相談会・面談など 

⚫ 物品の販売、買取、商談など 

⚫ 投資商品（保険含む）の販売・相談会・説明会・

セミナーなど 

⚫ 無料で実施される場合でも、将来的に利益につな

がる可能性がある活動（※１） 

⚫ 入場料や参加料などを徴収し、その額が活動費を

超えるもの 

非営利 金銭的利益を得ることを目

的としない活動 

⚫ サークル・同好会等の趣味の活動（参加者の交流

や趣味の共有が目的） 

⚫ 地域活動団体等の活動（地域の安全や環境美化、

地域交流などの地域課題の解決が目的） 

⚫ 営利目的としない法人・団体の活動（NPO法人・

ボランティア等の収益を目的とせず、社会貢献や

交流等が目的） 

⚫ 営利企業等による地域貢献を目的とした無料イベ

ント 

⚫ 入場料や参加料などを徴収しても、その額が活動

費用の範囲内であるもの（※２） 

⚫ 弁護士会、税理士会などの国家資格を持つ職業団

体による無料相談など 

⚫ 企業や団体の所属者のみで行われる会議、会社説

明会、入社式、福利厚生、安全大会、研修、面

接、健康診断、レクリエーションなど 

（※１）「無料で実施される場合でも、将来的に利益につながる可能性がある活動」の例 

⚫ 無料セミナー（将来的な契約などを目的） 

⚫ 無料体験会（私塾（教室）など無料体験後に有料への勧誘が前提） 

⚫ 無料相談会（保険・不動産・投資など将来的な契約を見込んだ営業活動） 

⚫ 無料撮影会（撮影したコンテンツによりSNSなどで収入につながるもの） 

⚫ 無料展示会（商品やサービスの認知拡大・販売促進を目的） 

⚫ 無料配布イベント（商品の販促などを目的） 

（※２）発表会などで入場料や参加料などを徴収した費用が活動費用の範囲内である場合でも、

私塾（教室）などの主催者がその運営に関わっている場合は営利とします。 

    参加料：発表者から徴収する料金  入場料：来場者から徴収する料金 
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10. 利用上の注意 

(1) 利用時間の厳守 

利用は、事前に申請された時間内で行ってください。利用時間には、鍵の受け渡し・

準備・片付け・原状回復・鍵の返却を含みます。利用時間前の来場はご遠慮くださ

い。参加者への案内にもご配慮をお願いします。 

(2) 開館・閉館時間と利用開始・終了時刻について 

交流センターは午前8時30分に開館し、午後9時30分に閉館いたします。 

⚫ 開館時間（午前8時30分）からのご利用を希望される場合は、鍵の受け渡しや準備

に多少お時間をいただく可能性があります。スムーズなご利用をご希望の方は、

午前9時以降の利用開始をご検討ください。 

⚫ 閉館時間（午後9時30分）には、片付け・原状回復・鍵の返却を含めて完了してい

ただく必要があります。終了時刻の設定には余裕を持ってご計画いただきますよ

うお願いいたします。 

(3) 責任者の常駐 

利用中、ご利用者側の責任者は常駐してください。 

(4) 共用スペース（廊下など）について 

廊下をはじめとする共用スペースでは、安全確保と円滑な施設利用のため、荷物など

を置かないようお願いいたします。 

(5) 清掃と現状回復 

利用後は、清掃を行い、ゴミは全てお持ち帰りください。また、使用した机、椅子等

の備品は元の位置に戻してください。 

(6) 当日の延長について 

延長をご希望の場合は、利用前に受付へご連絡ください。延長は新規に利用申請してい

ただき、使用料をお支払いいただきます。次の利用者に支障出る場合等は、延長をお断

りすることがあります。なお、延長は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

（休館日除く）のみ受付可能です。 

(7) キャンセルについて 

ご予約後の無断キャンセルや、当日のキャンセルが繰り返される場合、他の利用希望

者の機会を妨げるだけでなく、施設運営にも支障をきたします。そのため、悪質な利

用が認められる場合には、利用の制限を行うことがあります。皆さまが気持ちよく施

設を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 

(8) 飲食・飲酒について 

⚫ 飲食は可能ですが、図書室など一部のエリアでは禁止されています。詳細は各交

流センターにお問い合わせください。 

⚫ 飲酒は禁止です。 
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(9) 安全管理等 

⚫ 利用中に発生した事故・盗難・紛失等については、施設は一切の責任を負いませ

ん。 

⚫ 非常時の対応（非常口の確認、消火器の位置など）については、事前にご確認く

ださい。また、非常時の参加者の整理および避難誘導については、利用者の責任

で行ってください。 

⚫ 非常口および通路は、緊急時の避難経路となります。安全確保のため、荷物など

を置かないようお願いいたします。 

※消防法により、避難の妨げとなる物品の放置は禁止されています 

⚫ Wi-Fi利用によるウイルス感染等のトラブルについても、施設は責任を負いませ

ん。 

(10) 搬入物・展示品・携帯品の管理 

⚫ 高価な物品や展示品を搬入する場合は、利用者の責任で保険等の安全対策を講じ

てください。 

⚫ 携帯品は各自の責任で管理してください。 

⚫ 許可なく共用スペースでの掲示や物品販売等は固くお断りします。 

⚫ 利用者または参加者の故意・過失により、施設や備品に損害が生じた場合は、修

復費用などの実費を請求いたします。 

11. ご利用の制限 

次のいずれかに該当する場合、利用許可を取り消し、又は許可施設等の利用を制限し、若

しくは停止することがあります。 

(1) 木更津市地域交流センターの設置及び管理に関する条例、またはこれに基づく規則に違

反したとき 

(2) 交流センターの設置の目的に反するとき 

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2

号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の利益になるおそれがあるとき 

(5) 施設等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき 

(6) 交流センターの管理運営上支障があるとき 

(7) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき 

(8) 災害その他の事故により許可施設等を利用することができなくなったとき 

(9) 市が許可施設等を使用する必要が生じたとき 

（国政・地方選挙等の投票所や開票所としての使用や災害対応の緊急対応等） 

12. 禁止事項 

(1) 公序良俗に反する行為 

(2) 施設や備品の汚損・破損・滅失の恐れがある行為 

(3) 指定場所以外での飲食 

(4) 敷地内の喫煙 

(5) 騒音・暴力など他人に危害や迷惑を及ぼす行為 
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(6) 危険物や補助犬以外の動物（※）の持ち込み 

ただし、交流センターが避難所として設置された場合は、ペットを連れての避難が可

能です。 

(7) 利用権の第三者への譲渡・転貸 

(8) 利用目的と異なる使用、または虚偽の申請 

(9) 定員を超える入場 

(10) 許可のない物品販売・営業・勧誘・宣伝行為 

(11) 許可のない撮影行為 

(12) 火気・異臭物・大型機器・重量物の持ち込み 

(13) 壁・柱・床などへのテープや釘の使用 

(14) 本利用手引の違反 

(15) その他、施設の管理運営に支障を及ぼす行為  
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別表第１ 

種別 利用区分 単位 使用料 

木更津市中央地域交流

センター 

第１会議室 １時間当たり ４００円 

第２会議室 １時間当たり ４００円 

第３会議室 １時間当たり ４００円 

第４会議室 １時間当たり １５０円 

第５会議室 １時間当たり ３００円 

第６会議室 １時間当たり １５０円 

第７会議室 １時間当たり ６００円 

多目的ホール １時間当たり １，０００円 

    木更津市富来田地域交

流センター 

保育室 １時間当たり １５０円 

茶室 １時間当たり １５０円 

和室 １時間当たり １５０円 

会議室 １時間当たり １５０円 

第１研修室 １時間当たり ３００円 

第２研修室 １時間当たり ３００円 

調理実習室 １時間当たり ３００円 

体育室 １時間当たり ４００円 

工芸実習室 １時間当たり ４００円 

多目的ホール １時間当たり ６００円 

木更津市岩根地域交流

センター 

保育室 １時間当たり １５０円 

第１学習室 １時間当たり １５０円 

第２学習室 １時間当たり １５０円 

第３学習室 １時間当たり １５０円 

第４学習室 １時間当たり １５０円 

休養室 １時間当たり １５０円 

集会室 １時間当たり ３００円 

木更津市鎌足地域交流

センター 

図書室 １時間当たり １５０円 

学習室 １時間当たり １５０円 

工作室 １時間当たり １５０円 

調理実習室 １時間当たり １５０円 

和室 １時間当たり ３００円 
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研修室 １時間当たり ４００円 

陶芸用電気窯 １回の利用につき 素焼き１，２００円 

本焼き２，４００円 

    木更津市中郷地域交流

センター 

調理実習室 １時間当たり １５０円 

児童図書室 １時間当たり １５０円 

第１研修室 １時間当たり １５０円 

第２研修室 １時間当たり １５０円 

第３研修室 １時間当たり １５０円 

和室 １時間当たり １５０円 

視聴覚室 １時間当たり １５０円 

木更津市富岡地域交流

センター 

第１・第２集会室 １時間当たり ３００円 

会議室 １時間当たり １５０円 

研修室 １時間当たり １５０円 

和室 １時間当たり １５０円 

陶芸用電気窯 １回の利用につき 素焼き１，２００円 

本焼き２，４００円 

木更津市文京地域交流

センター 

保育室 １時間当たり １５０円 

学習室 １時間当たり １５０円 

休養室 １時間当たり ３００円 

集会室 １時間当たり ５００円 

木更津市八幡台地域交

流センター 

第１・第２学習室 １時間当たり １５０円 

第３学習室 １時間当たり １５０円 

調理実習室 １時間当たり １５０円 

和室 １時間当たり １５０円 

集会室 １時間当たり ５００円 

    木更津市東清地域交流

センター 

第１研修室 １時間当たり ４００円 

第２研修室 １時間当たり １５０円 

和室 １時間当たり １５０円 

調理実習室 １時間当たり ３００円 

木更津市清見台地域交

流センター 

和室 １時間当たり １５０円 

第１研修室 １時間当たり ４００円 

第２研修室 １時間当たり １５０円 

調理実習室 １時間当たり ３００円 
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集会室 １時間当たり ５００円 

    木更津市畑沢地域交流

センター 

保育室 １時間当たり １５０円 

第１学習室 １時間当たり １５０円 

第２学習室 １時間当たり １５０円 

第３学習室 １時間当たり １５０円 

調理実習室 １時間当たり １５０円 

休養室 １時間当たり １５０円 

集会室 １時間当たり ４００円 

陶芸用電気窯 １回の利用につき 素焼き１，２００円 

本焼き２，４００円 

木更津市岩根西地域交

流センター 

第１学習室 １時間当たり １５０円 

第２学習室 １時間当たり １５０円 

第３学習室 １時間当たり １５０円 

保育室 １時間当たり １５０円 

休養室 １時間当たり １５０円 

調理実習室 １時間当たり ３００円 

集会室 １時間当たり ５００円 

木更津市西清川地域交

流センター 

第１学習室 １時間当たり １５０円 

第２学習室 １時間当たり １５０円 

第３学習室・調理実習

室 

１時間当たり ３００円 

第４学習室 １時間当たり １５０円 

保育室 １時間当たり １５０円 

休養室 １時間当たり ３００円 

集会室 １時間当たり ４００円 

陶芸用電気窯 １回の利用につき 素焼き１，２００円 

本焼き２，４００円 

    木更津市波岡地域交流

センター 

第１学習室 １時間当たり １５０円 

第２学習室 １時間当たり １５０円 

第３学習室 １時間当たり １５０円 

休養室 １時間当たり ３００円 

調理実習室 １時間当たり ３００円 

集会室 １時間当たり ５００円 
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木更津市桜井地域交流

センター 

第１学習室 １時間当たり １５０円 

第２学習室 １時間当たり １５０円 

第３学習室 １時間当たり １５０円 

保育室 １時間当たり １５０円 

休養室 １時間当たり ３００円 

調理実習室 １時間当たり ３００円 

集会室 １時間当たり ５００円 

備考 

１ 市内に住所を有する者又は市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法

人その他の団体（以下「住民等」という。）でないものが利用する場合の使用料は、利用

区分に応じてこの表に規定する使用料（陶芸用電気窯を除く。以下この表において「規定

使用料」という。）にその５割に相当する額を加算した額とする。 

２ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げて計算する。 

３ 利用者が、入場料その他これに類する料金（以下「入場料」という。）を徴収する場合

の使用料は、規定使用料に、次に掲げる入場料の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、２種類以上の入場料を徴収する場

合は、当該徴収する額の最高額をその入場料として、使用料を算出するものとする。 

⑴ １，０００円以下の額 ５割 

  ⑵ １，０００円を超え５，０００円以下の額 １０割 

⑶ ５，０００円を超える額 １５割 

４ 営利又は営業（以下「営利等」という。）の目的で利用する場合の使用料は、規定使用

料にその１０割に相当する額を加算した額とする。 

５ 展示（営利等の目的で利用する場合を除く。）の用途に供する場合の使用料は、規定使

用料の５割に相当する額とする。 

別表第２ 

種別 利用区分 単位 使用料 

木更津市清見台地

域交流センター附

属体育館 

アマチュアスポーツに利用する場合 １時間当たり ９００円 

その他の場合 １時間当たり ３，１００円 

備考 

１ 住民等でないものが利用する場合の使用料は、利用区分に応じてこの表に規定する使用

料（以下この表において「規定使用料」という。）にその５割に相当する額を加算した額

とする。 
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２ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げて計算する。 

３ 利用者が、入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料に、次に掲げる入場料の額の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、

２種類以上の入場料を徴収する場合は、当該徴収する額の最高額をその入場料として、使

用料を算出するものとする。 

⑴ １，０００円以下の額 ５割 

⑵ １，０００円を超え５，０００円以下の額 １０割 

⑶ ５，０００円を超える額 １５割 

４ 営利等の目的で利用する場合の使用料は、規定使用料にその１０割に相当する額を加

算した額とする。 


